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⑪まとめ

I業化と#'二会変jiI1の問題を扱う際も，①の問題を疎かに

は出来ない。とくに，一国の二I:業化の特質を考える場

合,なおさら必要になるであろう。本稿においては,近代

11本における大工場組織の導入と定着，そして発展の過

稗はいかなるものであったのか，幕末・明治初期の横須

賀造船所の組織，その迎営や管理の変遷の考察を通して

みてみたいと思う。これは，マクロな意味での日本のに

業化の特質を探るしで，砿要な予備作業となるであろ

う。

（－）はじめに

近代ｎ本の工業化（産業化）の過程という問題を考え

る時，①工業化というものを，単に，機械力やそれを利

用した大工場組織の導入と定着及び労働の質の変・化，と

いう局面に焦点を絞るか，あるいは，②大工場組織の導

入だけでなく，その製品の利用と普及による社会生活全

般への諸影響を考察する，という広範なる励面にまで焦

点を広げるかによって取り扱う内容も異なってくる。工

業化に関する議論は，一般的には，②の問題に力点が瞬

かれ，一国レベルでの工業化に伴う社会変miIjを「文化変

容」の問題として扱うことも多い。しかし，工業化の基

点は，なんといっても近代的工業技術をjili礎とした工場

組織が，首尾よく導入され定着化することにある以上．

（二）造船所の建設経緯とその建設目標

(1)造船所設置までの経緯

横須賀造船所は，今｢|では，主要な部分が米爾の荘地
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した工業化への展望へと転換するのは，明治以降という

ことになるのだが，それはともかくとして，幕府は，改

めて長崎の浦上，正神郷にオランダ人技師カールレーマ

ンら１４名の属外人を招いて，文久３年（1863）に工場建

設に着手した。しかし，辮未の政治変動と関連して，長

崎は江戸から遠く，かつ西南雄祷の進出によって幕府に

とって不都合となったこと，辮府に肩入れしたフランス

側の進言もあって，長崎i製鉄所の建設をあきらめ，急拠，

江戸湾内に攻めて近代的な設liliを持った造船所を建設す

ることとなった。場所は，フランス海軍のツーロン港と

地形的によく似た横須賀湾が選定されたが，それは，長

崎の飽の浦の修船所建設にかかってから約10年経た慶応

元年（1865）であった。

以上，横須賀に海軍造船所が設置されるまでの簡単な

経過説明であったが，以上のｉｉＬｌ述から，工業化導入方法

としては，①西欧技術の（洋書訳書に依拠した）模倣と

独力開発，②完成品輸入主義，そして③工場施設，技術

昔等のワンセット導入方式が考えられるが，横須賀造船

所は，③方式をとることになった。これは，日本の初期

工業化の基本的なパターンであったと考えてよいであろ

う。

（２）造船所の建設と建設目標

幕府は，造船所の建設を，フランス公使レオン・ロッ

シュの意見に従い，工場建設と運営の指導及び技術指南

の為にフランス海軍の土宮と海軍工場の技師,職工,事務

員約40名を雇い，全てを彼らにまかせることとした。造

船所の建設は，まず横浜に製鉄所をつくり，そこで横須

賀造船所（明治４年まで，当所も製鉄所と呼称されてい

た)に必要な機械材料を製造し，かつ日本人技術者，職工

の養成を行ない，それを土台として横須賀に本格的な造

船所を建設するという二段構えのやり方がとられた。他

に近代的工場が存在しない以上，こうしたやり方が選択

されたわけだが，造船所の総指揮者（首長）として選ば

れたのは，当時28歳の若さではあったが，中国上海にて

業務を終え帰仏しようとしていたフランソワー・ウエル

ニー（ベルニー）海凧土↑『であった(⑪。

；耀府が，この横浜，職須賀|iii製鉄所の建設にあたって

|=|標としたことは，近代工場の「1本への移殖そのもの

と，日本人の手による近代工場の自立的な運営を進めよ

うとするものであった。それ枚に，単に工場組織を移殖

するだけでなく，雇外人のもとで，日本人が工場建設や

運営の技術，造船修船技術など全てにわたって伝習する

ことが求められていた。この造船所は慶応２年より建設

し，３年以内に完成させ，『造船所設立二至リテハ縦令

及び修理工場として使用されてはいるが，元来，江戸幕

府の創設になる「辮府海軍」の為の修船及び艦船製造工

場として出発したものである。llIil知のｌｌｌ１く，蔚永６年

(1853）に米国艦隊を率いたペリー提督の来航以来，日本

は海外との通i1iiの為，あるいは，これが主要な目的だっ

たのであろうが，’1本のllR1防，ひいては江戸徳111幕Ｉ付維

持の為，どうしても近代的派'１Kの創設が急務とされた。

もっとも，この当時，ペリー艦隊が与えた衝撃はひどく

大きなものではあったが，Ｈ本人の目に西欧の刀の代表

として映じたものは，艦隊の持つ火砲と蒸気刀のみであ

り，その背後にある科学技術を基礎とした近代工業と，

それに基く国力全体には及んでおらず，とりあえず，西

欧列強と対抗する為には，IIlIIilと|可様，「堅船利砲」さ

え追求すればよいという考えであったといえよう(1)。日

本の幕府諸藩（とくに長ｌＩＩ，水戸，薩摩，佐賀等々）は，

各々独自に軍事兵器を'''心として西欧技術の導入と自力

開発の努力を進めたが(3)，結果としては，巨大な資本と

高度な科学技術を必要とする西欧の軍事力においそれと

追いつけぬことを悟り，幕府以下，急速に軍備を整える

為に，手っ取り早く西欧から軍艦，大砲，銃器の完成品

を輸入するという方針をとることになった。そして，そ

の際，輸入した銃器や鵬船の修理を'1}来るというだけの

能力を持った工場をＩｌＩＩｉえておけばそれでよし，というこ

とになり，幕府においては，長lMiの稲佐，飽の浦にて修

船工場(長崎製鉄所)をオランダ人の指導のもと安政４年

(1857)に建設を開始している。

しかし，商売上手な西欧の死の商人によって売りつけ

られたものは，古いもの，あるいは二流品が多く，結局，

幕末の日本は，『世界岐大の|日式銃や|日式船の１１J場と化

してしまった』(3)わけで，こうした完成品輸入主義では

軍備の近代化を計れない，と意識した幕府は，近代的工

場組織を導入し，自ら製造する必要を再認識することと

なった。もっとも，今度は独自な０M発が無理であること

を悟った後なので，先の長IwiとIiilじ方式，すなわち,工

場に必要な施設，機械，技術者及び職工をワンセットに

して輸入し，後に邦人の手によって運営させよう，とい

うやり方，いわゆる雁外人システムによる技術導入の方

針が本格的にとられるようになった。

もっとも，このやり方は，艦lill1や武器の完成品輸入主

義を，工場そのものの輸入にまで拡大したにすぎず，近

代的軍備の為には，軍事工業及び機械工業など関連産業

の発達が必要だ，といった工業化への全体的認識は不足

し，当面の必要に応じての行き当たりばったり式な近代

化にすぎなかったともいえなくはない。これが首尾一貫
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ｂ造船に役立つと恩わｵlる役廻りのものを選択して配置

させたのに対して，一般の現場労働者たる職工には，平

民階級の中から，とくに造船技術に役立ってあろう職人

を募集したり，横須賀近郊の農民及び子弟を調達したよ

うである(6)。原則的にみれば，いわゆる肉体労働をする

のは一般平民で，身分的に１１ｷﾞｶﾞし武ｔは，知的あるいは監

視的作業を担当するということで１１:ﾘギ（職務）の差に身

分関係が反映されることになったが，これは当時の社会

関係のあり方が，桃須賀造船所の日本人側組織の構造に

そっくり反映されたにすぎない。しかもこのことは，造

船所内に技術者，職工の体系的教育の為に設置された造
●●●●

船学校においてより明確に反映されており，『少年士族
､●●●●●●●●●●●

ヲ撰抜シテ技士生徒ヲ魁キjllu訳/llj長ヲシテ其授業ヲ掌リ

仏語及工学諸科ヲ講習セシメエ事課長モ亦本務ノ余暇ヲ
●●●●●

以テ之ヲ教授スベシi7Ijシテ又仏人頭目ヲシテ少年職エヲ
●●●●■●●●●●●●●●

撰抜セシメ之ヲ技手生徒卜為シ日々午前ハエ場二在'ノテ

各自」本業ヲ修〆午後ハ学.佼ニーヒリテ図学其他必要ノ学

科ヲ習難セシムベシ』（船廠史第１巻，設立原案，１３～

14頁，強調は筆者）とある如く，封建的身分関係の再生

維持が意図されていたといえよう。このような身分差に

韮<組織櫛､Rは‘後の'１水のﾎﾟ１１繩を考える上で注意した

い点である(7)。

（２）武士職員と雇仏人の役割分担

ここで幕末の横須賀造船所の組織の様子についてみて

みたい。『設立原案」には，『仏人組織事項』と『内国官

吏組織事項』の２節があり，組織及び職務もり｣砿に異な

り，二つの組織が併存していたかのようである。慶応３

年頃には，第１図の如くになっていたと思われるが（船

廠史第１巻)，日本人と雇仏人の役割分担について設立

原案によってみれば，『造船所建築及山地開削海岸埋立

ノエ業ヲ起スニ当り|ﾉ'四官吏ハ首長ノ為メニ協力スルヲ

僻ラザルベシ然しドモ艦船及機械ノ製造修理二至リテハ

総テ仏人二委托スルモノトス』（船廠史第１巻16頁)とさ

れる如く、ｌﾉ｣国７１更の仕iliは,造船所施設の建設や修理，

土木作業といった傍系的な仕斗（に限定され，造船，修船

及び造船所の経営は職仏人に一切まかされていた。それ

が組織図にもあらわれていたわけだが(間)，将来，上級及

び下級技術者になる予定の行（１）I背を陸習生,技士LIZ徒，

後者を職工生徒，技手生徒と呼んでいた）を含めて，一

般職工については，『職工ハ業務ヲ執ルー当り百事工事

課長及頭目ノ指示二従上以テ仏工ノ技能ヲ見習うベン決

シテ自己ノ意見ヲ述べ又ハ他人ノ指揮ヲ受クベカラズ』

(船廠史第１巻13頁)，とされ，雇仏人技師，織工のもと

で直接に伝習を受けることになっており，それ故，内国

其規模ヲ狭小ニスルモ船渠二筒1〕T船台三箇所ヲ設ケ仏人

四十名邦人二千名ヲ要セザルベカラズ』（船廠史第１巻

６頁）といわれる大工場となる予定であり，建築資材購

入と輸入，雇仏人の契約等の準Iili期ｌｌＵｌｌ－ｌ１#を加え，各年

60万ドル，計240ﾉﾌﾞドルを要すというものであった。以

上は，『横須賀製鉄所設立ＩＨＩ案』(船廠山第１巻５～18頁，

慶応元年）に示された企|[lIiであったが，この巨額の費用

は，財政窮乏時にあった幕府としてはおいそれと供出で

きるものではなかった。そこでフランス公使は，Ｌ１本の

,生糸の輸出課税権を幕府が握ることによって財源確保は

可能なり、と示唆したが，国法に例がないこと，西南雄

藩との利害が抵触する為に実現はしなかった(6).しか

し，こうしたことから，一つの藩はもちろん，幕府レベ

ルの財政状態でも，この財源確保は難かしい程，近代工

場の移殖に費用がいることがわかるが，またそのことか

ら，明治維新というものが，｜｣１家的な統一とそれに伴う

巨額の予算の統一的編成及び人的資源の流動化も含めて

必然化されていたとも考えられるだろう画それ故，この

巨大工場の建設は，幕府の命取りの原因の一つともなっ

たのであるが，ともかくも，約40名の腿仏人のもとに工

場の建設は開始されたのである｡

（三）造船所組織の特質と構成員の異質性

一武士・平民（職工)・雇仏人一

（１）武士職員と平民職エの身分的差別

横須賀造船所組織そのものについて『横須賀製鉄所設

立原案』を中心として考えてみたい。先述した通り，造

船所は，包括的なプラント輸入といった形で移殖される

のであるが，工場の建物の建設や土木開削作業そのもの

から，建築材料（とくに煉瓦）まで従来の日本の技術で

はまにあわず，すべて雇仏人の指導のもとに開始され，

工作機械の操作から組織管理まで大部分が彼らの掌握す

るところであった。日本人は，彼ら属外人のもとでなに

もかもはじめから修得しなければならないので，幕Ⅱ]：

は，この造船所を日本の『lli式工業ノ創起場』（船廠史

第１巻７頁）と形容するほどであったが，Ｉﾉﾐ際には,フ

ランス海軍の造船工蜴という杉溶があてはまったといえ

よう。

ところで，幕府は，この造船所を，いずれ日本人の手

によって運営させる予定でいたから，工場の経営管理及

び一般事務，技術や現場労働に必要な人々を全て横須賀

に調達することになったが，今日でいう職員レベルの事

務，技術員を武士階級の者（とくに旗本御家人）の'１１か
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'富吏が職工を技術的に指導することなく，せいぜい，職

工の募集，採解と勤怠管理，あるいは土木作業，二l:場建

設に携わる請負人，職人等の管理監督をしたにすぎなか

った。もっとも，この方面にも↑雇仏人の指導刀が強か

ったことを考えると(【')，この当時の造船所は，雇仏人主

導型組織の体裁を保っていたといえよう。

（３）造船所と三つの雇用関係

ところで，今までの記述から，組織構成や日本人の武

士と平民，そして雇仏人の各々の役割分担がわかったと

思われるが，よくよく考えてみると，蒋府が所有するこ

の造船所には，各々異質な社会的背景を持った人々が集

まって一つに組織されている，という興味深い現象に気

づく。大きくみれば日本人と仏人としった文化的に大き

く異なった社会に育った人々が分別できるが,ここでは，

日本人を武士と職人を中心とする平民とに分けて，三つ

の社会的背景の異なった人々の複合体として横須賀造船

所をとらえてみようと思う。つまり，異質な社会関係を

持った人々の接触は，造船所の運営にとって何らかの障

害とはならなかったか，という点を考えてみたい。

上述の点を，とりあえず三者の造船所との関係，すな

わち雇用関係の而で捉えてみると次のようになろう。ま

ず，雇仏人と造船所当局との関係は，『設立原案」によ
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工の移1IMIiは〆修業の為であれ，賃銭の良悪その他の理

由であれ．LQ士的奉公精神からみれば不道徳なものとさ

え映じたことであろう。それ故，了設立原案」において

は，はじめから．職人の移動性が予想され，『内国官吏

ハ職工雇入ノ際務メテ其年期ヲ延長シ屡々新旧更迭ノ弊

ナカラシメ以テエ業ノ進捗卜経費ノ稗益トー注意スヘ

シ』（船廠史第１巻13頁）とされていたくらいである。

西欧近代的雇用慣行，封建的主従関係に』渋く奉公関

係，職人的雇用慣行の三つの異質的な関係は，一つの組

織をつつがなく運営する為には，大きな障習となったで

あろうことは容易に想像しえよう。雇仏人からみれば，

能ﾉ｣的にi11liぃ者を高い地位に異動させようと思っても，

身分関係が障害となって平民を技術官吏にすることも，

その逆も不可能であり，武芒tの巾にも細く身分､石高,家

格差があって昇進等に目'１１がきかないから，雇仏人の考

えているような能力主義に』iLいた組織運営が'１}来ぬこと

が不iil'iとなろう('2)･武='五からみればⅦそのような身分を

無視したやり方は，武士の成信を傷つけるであろうし，

職人の移鋤性は，彼らには不忠義な浮浪者とも見えるで

あろう。職工からは，武士の奉公意識は肩苔しいし，修

業や｢|らの職人，職工の|u界における出世にとって障害

となろうし，雇仏人のもたらした近代工業は，従来，職

人１.身が、由裁量をもって組立てた作業方式から，予め

工場専Ｉ風の技師等によって計画され，かつ同一時間に同

一作業を集団的に協働して行うという方式をとり，それ

は職人|Ⅱ身の多い職工にはなじみ易いものではなかった

であろう０m)。また､雇仏人の能力主義的なやり方は，武

」ず，職Ｔｌの双方にとって1)，｛1三功的なやり方になじんだ

ものにとって簡単に受け入れにくかったはずである。こ

の他にも，賃金体系は雇仏人のドル支払いの月給制，武

士は(I訂給としての石高と役料制，職工は日払賃金制とな

っており，組織管理において，様々な局面で不統一であ

っただろうと考えられる｡

しかし，こうした複雑な体系にもかかわらず，幕末期

にあっては，造船所そのものはフランス人首長ウエルニ

ーのワンマン経営のおかげで，また日本人技士．職工そ

のものが伝押｢１１であり，いわば脇役に甘んじていたし，

内国丙吏は造船作業に､'r接'111係なかったことから大きな

矛盾は起きなかったようで，問題といえば，雇仏人にと

っても内国官吏たる武士にとっても，いかに職工の移動

を防IIL定着させるか，ということにあったようだ。し

かし，いずれにせよ、造船所の運満が|)1述のままではあ

りえようはずがなかったのだが，それ｣うが蝿IⅢ1されるの

は明治になってからであった。

れば，『膣入期限ハ仏国出発ノ|]或ハ仏国ニ在リテ戎造

船所ノ事務二服スル日ヨリ起算シテ四箇年トス然しドモ

雇入後一年ヲ経過スレパ彼我ノ便宜二因リテ解約スルヲ

得ルモノトス』(船廠史第１巻10頁）とあり，雇入期限と

賃金や昇進について明確な欧米的雇用契約を取り交した

ものであった。これに対して,I｣illR111吏たる幕)府役人は，

先に述べたように，旗本直参を主体としていたので，幕

臣として幕府とは終身の封建的主従関係にあり，身分に

応じた石高を持ち幕府の必要に応じて造船所に任川され

るという関係にあったが，これは，幕府よりの知行，俸

禄のあてがい（御恩）に対する奉公として職務を来たす

という，奉公意識に基いた関係を結んでいたといえよ

う。しかし，造船所内の職制士の」２下関係は，単なる上

役下役の関係であり，そこに何ら主従関係があるわけで

はなく，また役職に対する勤務手当（職務給）として役

料が支払われ，一定の仕:事に対する一定の報酬といった

官僚制的悩行も生まれ近代的なlI111iHiがなくもないが，身

分，石高，家)格などによって役聯への採解，異動あるい

は昇進等についての制約があり，近代西欧に発達し始め

た近代的官僚制とは全く異なっていたと考えるべきであ

ろう('0)。

第三の職人を'''心とした平民の吻合，いわゆるIiPll:(御

用職人といった特権的職人は別として，造船所に鰯われ

た職人は，一般的には，幕府造船所当局とは何ら主従関

係にあるわけでなく〆仕事に応じて採解される純然たる

賃労働関係にあったといえる。一般に職人（平職人）は，

親方徒弟ﾙﾘのもとで徒弟修業を終えれば，礼奉公のあ

と，将来一人立ちして親方になることを|]標として，あ

ちらこちらを修業の為に旅をすることが慣例になってい

るし，また少しでも賃銭の良い働き口を見つけてはよく

移動する傾向があったといわれる('D･そのことは，この

造船所にlfilわれて「職工」と称された人々にもあてはま

ったと思われる。それは，『設立原案』において聯1:教

育は，『鉄工二木工二各々本邦固有ノエ業二熟達スルモ

ノ百名ヲ選抜シ仏人ヲシテ之二西式工業ヲ伝授セシム且

甲熟スレバ乙二伝へ乙熟スレバ丙二伝へ各自相競ヒテ其

技侭ヲ進マシメ以テ成業ヲ期スルモノトス』（船廠史第

１巻７頁）とされる如く，熟練職工の指導によるみよう

みまねの現場教育を中心としており，旧来の親方徒弟ilill

の完全な再生は期待しえないとしても，それに準じた雰

囲気が再生されても不思議ではないからである｡つま

り，新しい熟練職工に職工，jil科l織兀が配属されること

によって，かつての職人的社:会仙行が再生されやすいと

いうことである。が，いずれにせよ武士からみれば，職
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105頁）し，工場規模は当初の計画とはずい分かけ離れ

ていた｢，しかし，造船所そのものは，明治新政府によっ

てもその重要性が認識されたので，引き続き雇仏人の指

（四）雇仏人主導型組織から日本人主導型組織

への移行と管理パターンの日本化

（１）日本人事務・技術職員の創出と雇仏人の排斥

横須賀造船所は，明治元年(1868)，明治新政府の手に

渡ったが，その時の造船所の組織は第１表のようになっ

ていた。幕末の動乱の為に，計画通りの建設は行なわれ

ず，建造した船も，３０馬力及び10馬力の小汽船各１艘の

他２～３の木造船にすぎなかった（船廠史第１巻104～

第２表横須賀製鉄所

組織構成員明治２年

･日本人官吏及附属員。雇仏人

職務’人数 職務|人員

巡察補

庶：務

庶務試補

庶務訳官

属司補

属司試補

巡察趨事

通弁官

従事補

使丁

首長

副首長

医官

建築課長

会計〃，

倉庫主事

頭目及職工

新雇者

⑩
幻

ぐ
１
勺
１
勺
１
勺
１
１
ｎ
ｊ
９
】
色
１
ｎ
凸
ｎ
〉

勺
１
ｎ
Ｊ

１
１
１
１
１
１
８
８

１

第１表 幕営横須賀製鉄所

組織構成員明治明治元年４月

。雇,仏人職員

職務｜人数

lH幕府官吏

職務｜人数

製鉄所奉行

〃並

調役

改役

調役下役

書物方出役

改役兼通弁方

通弁方

機械方

伝習生

首
医
機
建
会
製
苫
舎
馨
小

長

官

１１｣（課長

築''

計〃

図工長

記

密掛

査掛

使

１
１
１
１
１
１
１
１
１
１

１
人
勺
上
Ｆ
Ｄ
く
り
Ｑ
Ｕ
ｎ
ｊ
１
１
４
生
Ｏ
】
刈
坐

勺
上

合 計１３２

l）

2）

詰
頭
詰

場
場

寄
寄

内
小
内

名
名
名

３
２
８

合 計’５３

･日本人職工

抱職工｜定雇職工職 務
小頭｜平職

合計’４５ 合 計’１０
船工

鑪職

埋其職

鍛冶職

製図職

泥工

旋ｉ鴨職

石工

銅工

製帆及製鋼職

職工手伝鳶

機械磨職

火夫

２

１

１

１

１

７
１
１
０

１
１

０
４
６
５
３

３
１

１

。雇仏人職工（頭|]と平職）

職務｜人数職務｜人数

泥唆職

鏑鑿職

船工職

船工兼製図職

製折職

製図職

錬鉄職

機械職

水潜職

填隙職

泥工頭目

鏑鑿〃

船工ツ

運転方〃

製綱〃

石工〃

製帆〃

機械副弧Ⅱ

１

２

１

１

４

１

１

１

１

１

２

１

１

１

１

１

１

１

リ
】
２
１
１
５
７
１

１６

３９７

１３

１６

１

合計’９

日本人火水夫・職工

合 計 6５ 510

合 計’1４

日本人火夫水夫等７６名

＃卦 計４３ 。雇仏人合計３３

(1WKi競欝）
寄場人足５４名

（貧民３５，徒刑囚１９）職工生徒

職Ｉ上

２２

不詳
(船廠史第１巻131～135頁より）
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運営を容易にまかそうとはせず，彼らの専横なる振舞

は，造船所当局及び日本人所員はもとより，海軍省当局

にとって重大な問題となった。

IUI治６年１月，ついに工船寮より海軍省へ「横須賀造

船所改革案」なるものが上申された（『横須賀造船所ノ改

誌二ｌｌＬｌスル件』海軍制度沿革,巻三(1),292～293頁所収）

が，それによって，当時の造船所の様相をみると，まず，

造船所は，工部省時代『冗痩』が多く，とくに，『御雇

外ＩＭＩ人ハ五六名ニテ十分事足り可申二』もかかわらず，

高給取りの『賛物』にすぎぬ者が多かった，と日本人側

に意識されるようになり，邦人による工場自立化の自信

がついたことが想定される。第２に，下級技術者や職工

の賃金や昇給の決定において，雇仏人の窓意や依怡鼠員

が多い為に，彼らは「退転スルカ故二同所へ出頭ノ低エ

ハ皿二情熱ノ者111(之真二不Iflj合ノ次第二侯１１』となり，

更に，第３として，’1本人技術官吏が技能，学術におい

てNi&仏人に劣らぬ柾になっているにもかかわらず『仏工

頭'1ハ首長ノ差図ノミヲ川上我力官員ヲ蔑視スルカ故二

我力1訂途ノ者ハ実二木偶二聯シク只今'1働作候我力職工

ノ鮒惰二［Iヲ注キ峡迄ニテ此姿ニテハ仮令数年ノ後二至

ルト雌ﾓﾘﾐ地二長シ候期更二無之候ＩＪ』という状態，す

なわち．技術官の職務が旧態依然とした職工の勤怠管理

ばかりさせられ本業につけぬ，といった雇仏人の専横ぶ

りが蝋える。｜鳥場|ﾉ}で，雇仏人がその地位を維持してい

ることは，優秀職工，技術官の移動を促し，かつ海軍造

船ｌｊｉであるにもかかわらず，海軍のliijLいjilnりの運営が出

来ない，という事態を引き起こし，Ｉｌ１Ｉらかの改革が必要

であった,』

この上｢'71轡は．このような事態は，雇仏人に全権を委

任したままの政府の怠慢によって引き起こされたことだ

から，直ちに仏政Ｈ１と交渉することを要求し，かつ雇仏

人全員は解雇し，日本人のみの手で運営し，もし外人の

手が1必要な部位があれば改めて雇１１]すればよい，という

過激なものであった。それは,『我力邦人ノ技術慨ネ巧ミ

ニ'11成自今外圧|人ノ助カヲ要スルハーニ謙二過サル事』

といった自信に基くものであったが，現実には，このよ

うな急激な改革は実行されなかったし，その基盤もなか

った。しかし，改革そのものは，ようやく明治８年５月

になって，lllllIlI主船頭による『本所Lll務改革案』(船廠史

第２巻24～25頁）という形で実行されはじめた．

この改革は全８条、より成るが，それによれば，内外

艦船の鯵｣１１１，造船は旧来のウエルニーの自['1裁量方式か

ら，海軍ご省による許可制へ移し(第1条),首長の権限を，
●●

造船iJrの経↑;i｢管理全般から技術生121i管理のみに限定した

第３友横須賀造船所組織構成員明治６年

泰任官

判任伯．

所長

事務T「

技術官

１

上級経営管理胴

（職員待遇）
2４

３８

等外吏 少］:健二介７

大工手３

中工手２７

少二[手７２

巡趣掛１３

技術)風５

１３

倉庫及工場

筆鰍従事者1６

中間管理監督胴

（準職員待遇）

同

附属

寮番

肝煎

現場作業＃１

職工 1３１４

定礎人夫倉庫附２５

取締掛附腕２０

臨時人夫不定

（200人前後） |''Ⅷ
:雑役1脚

(船廠史第１巻251～２５２１r）

導のもとに|日米皿り作業は継続された軍，それ故，職工の

半減と|ﾉ｣国官吏の交替，製鉄所の所属の変化等々が維新

の変動にともない行なわれたにもかかわらず，｜ﾘ]治２年

(1869）には第２表の如く，雇仏人３２名に対して１１本人

758名という当||ザとしては大規模な工場へと育っていっ

た。幕ｲﾐの組織に比べて，職工に新しい熟練技術を身１こ

つけた荷が出現したことが判明するが，組織構成及び構

成員の異質性は，Ｉ/｣国官吏に士族が多いことを考えると

変化はないと思われる。時代的にみても，明治の極初期

は制度的にも江戸時代の遺制が残り（版籍奉還はⅢ】治２

年，廃藩置県は同４年)，その延長とも考えられるから

当然のことといえるだろう。しかし，明治４年（1871)，

第１船渠が完IJCし，造船所としての体裁を整え，明治５

年，海軍省にiJTl瓜する頃になると，造船ｉｌ｢iの様州にいく

らかの変化がみられるようになった．

明治６年(1873)の造船所の櫛成をみると第３表の''１<

になるが，造船修船作業に関して日本人技士や職工のｌｈ１

にも優秀な技術を身につけた者が多数出現した，という

ことがそれである。彼らは，上lElI股ぴ下雁|レベル全てに

おいて出現し，幕府以来の念願であった11本人の手によ

る1:場迎撒が大方可能となってくるほどまでになったわ

けである。しかし，１０年近く造船所の運営を独占してき

た雇仏人は．Ｅ|本人技土，職]:に造船ｴﾘﾄﾞあるいは工場
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上で造船所長が経営管理を掌握する（第３．５条)。そし

て内IHI官吏の仕事を墹加する(第７条)という邦人砿視の

方向に進められたが，雇仏人は『内１１１人ヨリ質Ⅱ||シタル

諸件ハ懇切二教導スヘキヲ要ス』(第６条）とされただけ

で，解雇される者はなかったし，邦人技術官の職務も生

産工程中心とならず，技術管理は｜先の上申書にみられ

る意気込みとは異なって，依然，雁仏人が中核を占めて

いた。が,これも時間の問題であり，同年11月15日には，

『本所創業以来既二十余ノ星霜ヲ経テ百事殆卜整頓シタ

ルヲ以テ海軍省ハ向後外国人ヲ本所首長ノ重任二Iillクヲ

不必要ト認〆』(船廠史第２巻29頁）たことにより，ウエ

ルニーは解雇され，それ以後，経営管理といった上層の

仕事から自立化が進むに従って順次'１本人が交替し始

第１８号１９７８

め，明治13年に，建築長ジュウェヅトが解雇され，ウエ

ルニーの率いた服仏人は全ていなくなった(M)．これは，

海軍が仏国式から英国式に軍制を改革させた影響によ

るが，なによりも技術教育や伝習の成果が結実したこと

によるといえよう。ただ，日進月歩する西欧技術に追従

する為には，常に生産現場においては，雇外人の助けが

必要である故，３～４名の雇外人(主として英国人）が造

船所にいたが，従来の雇仏人のように組織の中核となる
●●●

ことなく，明治10年代には，ほぼ日本人主導型の日本の

造船所となったとしえよう。そして，このことは，造船

所から,近代西欧的雇用慣行の担手の殆どがいなくなり，

その慣行の大半の影響力がなくなったということを意味

すると考えてよいのである。

第４表liMi須賀造船所柵成員数1)の推移

日本人官吏｜附属等外更年号ｌ雇仏人（調査月） l）数字は船廠史第１～２

巻及び横須賀海軍

工廠沿競誌より。但

し調査月日の違い

によって当表と異る

数字が災示され得る

こともある。

2）内訳は,機械方２名，

伝習生４名となって

いる⑥

日本人職工｜定雇人夫

事務｜技術｜事務｜技術
(10月）

(４月）

(３月）

(５月）

(12月）

年
年
２
１
２
３
４
５
６
７
８
９

応
治

慶
明

３
３
２
７
５

４
３
３
３
２

62） ４２２

６４８

805

1016

1097

1314

1825

1336

1516

3９

２１

４
９
５
１

２
２
２
２

１
９
８
５

３
３
３
４

2２

１５

４２

１４

４
７

１
１

１
１

4５

(８月）

(12月）

(５月）

2６

２５

２５ 4７ 4８ 8２ 1２７

天皇陛下直属の海軍工場という名誉ある職場で仕事が出

来るのだから，喜んで定着し忠勤するべきだ，とその奉

職意識から考えて，不満に思えるであろうが，職工の世

界には，先述した通り．異なった論理が働いているわけ

で，天皇家への奉公よりも，ｎら親方となって町工場の

－illl:でも建てて家業を営む方がずっと価値があったし，

その為に造船所は新しい技術を身につける格好の修業場

と考えられていたといえよう。しかも，当時の横須賀は

なんといづても|J1舎であり，工場も多く，就職機会のよ

い東京や横浜の方がずっと魅力的であったはずである。

造船所当局は，当然のことながら，優秀職工の移動防

止策をいろいろ施した。幕末時には，「抱」と「定雇」と

に嚇工を区別し，待遇に差をつけ，定着期間延長の為の

剛給策も実施した。明治６(Fには，抱職工に対し『月給

職工』制を実施し，病気等による休業中にも賃金をいく

らか保障したり，病気老衰による退職の際の為に貯金制

（２）職人慣行の排斥と職エ定着化への努力

造船所運営の主導樅を握ろうとした内国官吏にとって

は，職人的慣行の残存は，工場運営にとって依然として

都合の悪いものであった。職工は，かつての職人慣行に

従い，当時としては少ない部類に属したとはいえⅢ造船

所も例外ではなく，幕末・明治初期を通じて激しく移動

していたｑ慶応２年，横浜製鉄所では，『日本職エノ漸

ク西式工業二通ズル者近来逐次二退去シテ各場常二未熟

者ノミヲ使用スルガ為〆ニエ事ヲ沮滞セシメ」（船廠史

第１巻73頁)という報告があり，明治６年には，『近年新

事業ヲ創起セル他ノエ作所ハ官立卜私立トヲ問ハス慨ネ

過当ノ雇料ヲ給与スルヲ以テ本所ノ職工中少シク技能ア

ルモノハ往々此等ノエ場二転雇セラルルニ至ル』（同上

第１巻231～232頁）という上申が造船所からなされてい

たことからその嫌子が察せられる(15)。熟練職工の引き

抜き，自発的移動は，いずれにせよ内国官吏にとって，
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度を設けた(船廠史第１巻231～234頁Ｌまた，官等及び

俸給体系の改正によって，役付職工を職貝並(等外吏)に

扱い，その生活保障も拡充しようとした(同上236～248

頁)。明治９年には『定＃攪職工規則」（|可上第２巻３６～３７

頁)を定め，下級技術者(等外吏）への職工の抜擢や勤務

年数に従って退職手当金を与える等の対策を施した。こ

のような,職工の準職員化あるいはその可能性の提示は，

職工への内国官吏に準じた永続的奉公意識の|i(え付けを

目的としていたが，その方法は，嘗て，大名や武士が職

人を武家奉公人としてｲ{抱える，といった如くの幕営造

船所時代のやり方（家のi繕公人的主従関係の'１１mえ付け）

の延長にすぎぬという点に注意したいこの伝統的意識

を，怠織的であれ無意識的であれ，巧みに利用したやり

ﾉﾌﾞは，職貞一職工'''１の身分的lWi統が鳩性から学1朧に)１１く

学歴身分制へと変化したとはいえ，厳然と存在し，また

おいそれとi(liい教育を受けられぬ者が多い当ＩＩＨＩｊにあって

は効果的であっただろう。

しかし，造船所当局は，こうした職工への伝統的渠公

怠織の強化等を目的とした待遇改紅ｉｆの努力とともに，作

蛎組織そのものの改善も進めた。屈仏人が現場組織から

姿を消して行くにつれて，この動きが活発になっていく

が，明治５(1ﾐの『造船所分課!｣i務(f程』（船廠史第１巻

202～205頁)，同９年の『海軍造船所事務章程』（同上第

２巻66～68頁)，Ｍ12年の「横須賀造船所禦務取扱順序竝

各課Iil二i務章W,!』(法1挑分顛人全,兵制門第l11H175～246頁）

などの制定を通じて，上li1級管理組織の充尖から始っ

た、ところで，従来，IWli人社会の労働慣行は，親方徒ＤＢ

制度を雄礎とした親方iil1i負式が一般Ｉｌ１９とされたが，それ

は,親方が一括して仕事を請負い，配下の職工,徒弟に仕

zlJをさせ,自らはその責任において監督を行ない,かつ配

下への賃金配分，生活保障等々も一括して行なうという

ものを典型としているが，これが典型に近い形で工場に

もち込まれると，工場側では作業そのものや職工等を直

接管理することが出来ず，教育効果も上がらず，親方次

第で移動する率が高く，まことに不安定なものであり，

本来的には近,代的工場の作業システムとはなじまないの

であるが，工場側の管理監督体系の不備，教育制度及び

生活保障制度の整備されていない段階では，親方職工長

ilill度という形で，しばしば起こりiりるものであった('１，・

横須賀造船所においては，明治初期から，そうした制度

を防止しようとし，明治６年に月給職工制をしくととも

に｢賃金体系の明確化を計り(船廠史婚１巻23511〔)，労働

作業の監督を強化してきたが,Iﾘ]治15年には,近代的職長

作業制度としての『職r[組合』産制|典化することによっ

てその方針を徹底化した｡「造船所職工組合内川』（法規

分類大全，兵制門第２冊350～353頁）によって制定され

た職工組合が，どれほど実質において近代的であったか

については,いろいろとi識諭があろうが０７)，この制度化

によって上から下までの一応の近代的管理体制が明確に

なったことは注意すべきである。また，明治17年，「職

場主任及掛員心得』(船廠史第２巻372～373頁)が規定さ

れ，当時の職制は第２図の如くになり，職工の直接管理

への努力が進んだといってよい．と１１１時に，優秀基幹職

工の定着化が進み，準職員的な待遇に甘んじていく者

が，ぼつぼつと出現してくるようになったのである。

（五）まとめ

｜Uj治l(M|当代において,#11仏人の殆どが造船所から去り，

また，新しい雇外人は勢ﾉ｣的に微弱であったことから，

西欧的！(&用慣行の移殖の可能性が減り，かつ造船所当局

の努力と近代工業の必要とする労働作業の必然的論理に

より’’１１来の職人的慣行の再上'三を妨げる基盤も整い始め

た，と以上の記述からいえよう。結局は，初期の３つの

異質的な雇川]及び労働'慣行の併存は，造船所の運営の中

祁となった内国官吏，つまり武士的伝統を持つ士族中心

－－－－－－■■■■■－－￣■■■■■－－－－－－

八

明治９年８月

－－~Ｔ￣￣｢鰯襲γ
線

｜Ⅷ瀧j辮鯛
掛「職場主任及

I…」

ⅧＪｈ…‘
組合「職工組合内則」

｜
(1)明摘16年に追加された）

,分類大全及び藤田若雄『ｎ本労働協約論』より）

第２図Ⅲ]治17年頃の職制

（副焚）

[三芒liョ
（H1頭）

(船廠史， 法規分類大全及び藤田若雄

所長

次長

課長

掛負

伍長

職工

人足糠

■午
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なのか，それとも文化的，歴史的な個性の差によるもの

なのか，諸説紛々であるが，今までの議論からいえるこ

とは，日本社会の在来)iMiliIたる文化的，社会的伝統の拘

蝋のもとに，日本独自の工業化の原点の一つが横須賀に

出来つつあった，ということを強調しておきたい０９)。

｜川治になり，その10年代も終ると，雇外人の導入を主

lIillIとした工業化のやり方も峠をこし,日本人経営者,技術

者の独自な活動（いわゆる和魂洋才的なやり方）が主流

をしめるようになると，更に日本の工業化の独自性を濃

くしていくことになるのである。｝1本の伝統的な社会関

係が新しい時代の展開の基盤となり，かつそれ自体も新

しい時代の｢'1で変化して，新しい伝統がつくられていく

ということが，以上の序論的な考察において示唆するこ

とが出来たと思う。今後は，その具体的な内容について

考察して行きたいと思う。

8４

の管理パターンへと収数していくこととなった。むろ

ん，職工管理においては，当面の間，基幹職工で優秀な

者のみ，そのような管理の対象とされたにすぎず．その

他の者には，職員に与えられるような特権，生活保障等

々は与えられず，逆に工業の繁閑に従って事業規模を調

整する為の緩衝粥としての役剛を担う峨工層も現われ

る，という具合であるし，職工組合が整備されたとはい

え，あいかわらず造船所の管理監督者の不足，職工教育

制度の不備から，親方職工長制的労働慣行が一掃される

ことなく，せいぜい，方向として内国官吏のやり方が上

から浸透し始めたにすぎないという具合に議論は限定さ

れねばならぬことは注意しておくべきだろう。また，武

士的伝統も，新しい時代の波や，近代組織や作業システ

ムの必然的論理から変化を迫られていたことを忘れては

ならないだろう。しかし，今，ここで注意したいのは．

雇仏人主導のもとに西欧の近代的技術，渚施設，組織柵

造等々がワンセット的に輸入されたにもかかわらず，そ

の新しい工場施設の運営方法，構成員の雇用関係や社会

関係のパターンが，日本人の独特な社会IjM係を基盤とし
●●●□●●

た'|)のであり，決して西欧人のパターンをそっくりその
●●●●●ＣＯ●●●●●

まま受け入れていなかったとし､うこと，例えば，組織構

造は近代的であるのに：職ｌｊｌ－職工の間には伝統的身分

差が反映残存し，職工の定着の為に，近代的職長制度の

導入をして親方徒弟制的な伝統的労働{'1行を排斥するか

と思えば，家の奉公人的主従Ilkl係の伝統的意識を巧象に

利用するといった近代と伝統が奇妙に混合した独自な運

営パターンがとられ，それによって一応の成果をあげた

ということであり，また工業化における|]本のIliiWl;をそ

こにおいて明確にしていった，ということである、

ところで，組織管理の局面において日本的であるとし

てしばしば指摘されるものは，(1)厳絡なる身分的秩序

を基礎とした職員一(準職員)－職工の身分差,(2)年の功

を尊重する長老主義を基盤とする昇給,昇進上の年功制，

(3)家としての企業への奉公意識と終身雇１１]制，(4)企業

一家的な意味での自給自足的な社員家族丸抱と企業内福

利厚生制度の発達，（５）家族主義イデオロギーに基く運

命共同体観及び労使一体説，といったものであり，その

基盤に「家」観念があることは周知のことである(｣8)。む

ろん，本稿の対象時期において,このような管理体制が，

職工を含めて完成したわけでなく，職工定着の為の努力

を通して，こうした方向へ進んでいくと考えるにすぎな

いが，なぜそのような過程を踏まざるを得なかったの

か，という問いに簡単に答えることはI[}来ない`，後発資

本主義諸国の上からの近代化に伴う循命としての「歪」
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いてよいであろう｡

13）吉田光邦，iii褐『図説技術と日本近代化｣。当時，

）「&外人から建て，１１本人職工の欠勤の多さが注目

され，ｌｉＩ画に従って工]11Fが進まぬことが多かった

ことが，同背に脂l1iiされているc

l4）もっとも，横須賀海軍工廠沿革誌には，明治24年，

ｒ・月十八Ⅱ雁仏人製ＩＨＩ工二名満期解雇す。＃'1外

人の最後のものなり』と紐されているが，彼らは，

’）1治21年に新たにI他用された者達であり（船廠史第

３巻１瓦)，ウエルニーの率いた雇仏人達ではない。

また,ﾄﾘI治10年代は主に雁英人が活1M)していたよう

で，明治16年には，雇英人２人（造船司）が雇川さ

れている（、上第２巻243頁)。

15）もっとも，このことは，横須賀造船所iことって都合
よくなくても，『実に職二［養成の母工場と称するも

過言に非ず』(『明治工業史』，造船筋,453頁)といわ
れ，日本の工漿界にとって，結果的にはよかったと

いえよう。

16）池111偏『１１本機械工組合成立史論』（日本評論

社，1970年)，山本潔『11本労Ilib市場の橘造』（東大
出版，1967年,第一章)。池田氏は,親方職工制度に

ついて三類1Ｍを設定し詳細に吟味しており，その議

論は，造船所の労働組織を考える上で参考になる。

17）「戦前神奈川の労使関係の推移と性格」（堅山利忠

編『神奈川県労働運動史戦前篇』所収,812～842頁）
は，五人組的組織として，その前近代lliを強調して
いる、

18）Ⅱ}I宏『1]本労務管ji111史研究』(ダイヤモンド社,１９６４

年）第１章。なお，家観念，家業意識は，士農工商

全ての１１本人に共通のものであり，１１本的経営（家
族主義的管理)は，なにも武士的伝統のみを土台に

してるのではない。本棚では，考察対象の性格か

ら，武士的伝統を強調しているにすぎない。

19）十時厳)ｉＭ「組織現象と国際比較一マクロ組織論

の構想」（『組織科学』，１１巻１号,1977年)は，組織

塊象を通しての工業化の問題が考察されている。

なお拙稿「組織と組織管理の分析の為の覚書」（慶
応大学法学'５１１究科編大学院論文集，１０号，1976年）
も参照されたい。

8）

ａ）

奉行

上驚;粉
その他武士身分

雁仏人

水夫・火夫･職工

日臓人足
４－－－－－－－－－－－-------------▲

(HLIiM：，『11本的絲溝の系識』，日本能率|協会，
1970年，６８頁）

b） 製鉄所奉行

鯛…
下役・嘗物方出役

通弁万・機械方・伝習ｆｋ

ｌ
お服い外['4人（フラソス）

水夫・火夫・職工生徒

｜
職工・・人夫

（上田利男，『日本の職長｣，１１維新11Ｉ，
1971年，５４頁）

る記述がなされており，公式的には，そう考えるべ

きであろう。しかし，ｒ設立原案』に,『］:業及歳計

ヲ区処スルハ首長ノ特椛トス』とか『仏人会計課

父/､内国人会計史員ノ調整シタバ勘定,リト錐総テ

之ヲ検閲シ且之二署名セシ後実行メルモノトス」
(船廠史第１巻９頁）とあり，また，本文でも示す

ように，雇仏人の権限と指導力は大変強かったと

思われるので,実質をとって，本文第１図の加<に
した。

秋本益利「横須賀製鉄所の建設一提家文書を中
心として－」（枇浜市立大学諭殿第１巻４号）
79～81頁。

新見吉治「武士の身分と職制」（進士慶幹編『江

戸時代武士の生活』雄１１|閣,1966年)，｜可著『旗本』
(吉川仏文Eil，1967年)，由井常彦「江戸時代の価値

体系と官僚制」（宮木又次編『江戸時代の企業者活
llilj』日本経済新ＩＨＩ社，1977年，所収)。

9）

10）


